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水

活
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【今

■ 関

速

こ

談
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概要】 

2010 年 12

水産物の利

活用した農

促進に関す

今後の取組】

関係政省令

速やかに、

このため、

談に応じる

地での周知

月３日、農

利用の取組を

農林漁業者等

する法律」（

】 

令、基本方針

総合化事業

地方農政局

るとともに、

知・徹底を図

「六次

農林漁業者

を促進し、

等による新

（六次産業化

針等を作成

業計画及び

局等に設置

、早期に六

図る予定。

次産業化法
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者等の事業の

６次産業化

新事業の創

化法）を公

成して 2011

び研究開発

置した相談窓

六次産業化法

 

法」の制定

農林水産省

の多角化及

化の推進の

創出等及び地

公布。 

年 3 月目

・成果利用

窓口（2010

法、６次産

定及び全面

省総合食料局

及び高度化等

の中核となる

地域の農林

途に全面施

用事業計画

0 年 10 月設

産業化関連予

面施行 

局食品産業企

等や地域の

る「地域資

林水産物の

施行し、施

画の認定を開

設置）で随

予算等の全

企画課 

の農林

資源を

の利用

施行後

開始。

随時相

全国各

 



 

 

 

 

【概要

■ 2

の

■ 2

り

■ 食

る

①

②

③

④

の

ー

の

■ あ

 

【今後

■ 国

基

■ 食

ョ

 

第５回

要】 

2010 年４月

の政務官及び

2010 年 12

りまとめ。 

食ビジョンで

る消費者ニー

①「地域資源

②「アジアの

③「少子高齢

④「食の安全

の４つの視点

ー、医食農連

の関連予算を

あわせて、地

後の取組】 

国民全体の参

基づく行動の

食ビジョンの

ョン推進室

回「食」に関する

「『

、農林水産

び有識者等で

月、検討本

では、「食」

ーズを踏まえ

源を活用した

の成長力の取

齢化への対応

全と消費者の

点から、政府

連携等に関す

をとりまとめ

地域の発展の

参加を促すた

の実施状況や

の推進体制

（仮称）」を

る将来ビジョン検

食』に関

大臣を本部

で構成され

本部での 5 回

は農林水産

えたビジネス

た地域活性化

取り込みとグ

応」 

信頼の確保」

府一体で取り

する 10 のプ

め。 

のイメージや

ため、食ビ

や成果につ

として、201

を設置。 

検討本部（12 月

関する将来
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部長、農林水

る検討本部

回の議論を経

産業と一体不

スに取り組む

化」 

グローバル化

」 

り組む、６次

プロジェク

やその成果

ジョンの内

いての検証

11 年度より

月 15 日） 

来ビジョン

水産大臣政務

部を設置。 

経て、「食」

可分であり、

むことが重要

化への対応」

次産業化、

トについて各

としての発

容を周知す

証を行い、必要

農林水産省

ン」の策定

農林水産省

務官を副本部

に関する将

、農林漁業者

であるとい

食文化、再

各府省の連携

発展目標を明

するとともに

要に応じて、

省大臣官房政

定とその実

省大臣官房政

部長とし、全

将来ビジョン

者が「食」に

う認識の下、

再生可能エネ

携施策、23

明示。 

に、本ビジョ

、見直しを実

政策課に「食

実現 

政策課 

全府省

ンを取

に関す

、 

ネルギ

3 年度

ョンに

実施。 

食ビジ
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農林水産省大臣官房環境ﾊﾞｲｵﾏｽ政策課 

 

 

 

 

【概要】 

■ 2010 年 8 月に「緑と水の環境技術革命総合戦略」（骨子）を公表。 

■ 「緑と水の環境技術革命プロジェクト事業」により、民間事業者等が実施す

る新技術に関する事業化可能性調査を支援。 

 

【今後の取組】 

■ 2011 年 3 月までに「緑と水の環境技術革命総合戦略」を策定し、公表。 

■ 「緑と水の環境技術革命総合戦略」の実現を図るため、平成 23 年度予算に

おいては、「緑と水の環境技術革命プロジェクト事業」を拡充し、事業化可

能性調査に加えて、実用化に向けた技術実証等の取組を支援。 

 

 

技術の優位性・完成度等

緑と水の環境技術革命総合戦略（骨子）

農林水産業・農山漁村に存在する豊富な資源と他産業の持つ革新的技術との融合により、素材・エネ
ルギー・医薬品等の分野で農山漁村地域における６兆円規模の新産業創出に貢献

農山漁村活性化効果、市場創出効果、早期の産業創出可能性を踏まえて重点分野を
選定し、戦略的・集中的に投資を実施。

客
観
性
と
実
効
性
の
確
保

農林水産物やバイオマス等の供給、新たな業態の創出等による雇用と所得の創出

農山漁村の活性化 【所得と雇用の創出】

一定規模以上の新たな市場の創造

技術・市場・金融等の分野の有
識者の意見を踏まえつつ、総
合戦略を策定

持続可能な農林水産業・農山漁村の実現

重点分野の選定

○事業化共同体（コンソーシア

ム）の組織化

○コーディネーター等の育成

○事業化に至るまでの切れ目無

い支援（制度資金、調査・実証

事業等）

○新産業創出に向けた研究開

発の推進

課題解決・事業化促進への提案

重点的・効率的な支援

６兆円産業の創出

基本的方針

新たな市場の創造 【市場規模】

新たな素材や新商品の事業化

○未利用バイオマスのエネル
ギー・製品利用

○藻類等の新規資源作物の利用
○生物機能の高度利用

農山漁村資源の新規用途開拓 農林水産業の新たな事業機会
の創出

重点的に取り組むべき分野を明確化

産業化に向け
た障壁の解消

生産・流通・販売等の工程への
革新的技術の導入

○クロマグロ等の完全養殖

○農林水産物の高度生産管理シ
ステム
○超長期鮮度保持技術

重点分野選定の考え方

早期の産業創出可能性 【スピード・確実性】

 

「緑と水の環境技術革命総合戦略」の策定及び 

「緑と水の環境技術革命プロジェクト事業」の実施 



 

 

 

 

【概

■ 関

野

2

 

【今

■ バ

す

こ

ス

 

第

概要】 

関係７府省

野の専門家

「バイオマ

2010 年 12

今後の取組】

バイオマス

すべき事項

これを踏ま

スの活用を

第３回バイオ

（2010

 

省の副大臣

家からなるバ

マス活用推進

月 17 日に

】 

ス活用推進基

項、解決すべ

まえて支援対

を拡大するた

オマス活用推

0年12月7日）

バイオ

又は政務官

バイオマス

進基本法」

閣議決定。

基本計画に

べき技術的

対象の重点

ための諸対

推進会議 

） 

オマス活
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官からなる

ス活用推進

に基づく

 

に基づき、関

的課題等を明

点化、重要技

対策を効率的

 

活用推進基

農林水産省

るバイオマス

進専門家会議

、バイオマ

関係府省の

明らかにし

技術の実用

的に実施。

基本計画の

省大臣官房環

ス活用推進

議における

マス活用推

の連携の下、

したロードマ

用化の加速化

 

の策定 

環境ﾊﾞｲｵﾏｽ政

進会議及び

る議論を経

推進基本計

、関係者が

マップを策

化などバイ

政策課 

び各分

経て、

計画を

が実施

策定し、

イオマ

 



 

 

 

【概

■ 平

を

高

実

定

 

【今

■ 水

国

源

で

概要】 

平成２３年

を対象とし

高騰に備え

実現する「

定額：総額

今後の取組】

水産資源の

国かつ水産

源の持続的

できる環境

資源管

年４月より、

した「資源管

えたコスト対

「資源管理

額５１８億円

】 

の管理をめぐ

産物消費国で

的な活用を図

境を実現。 

管理制度の

、資源管理

管理・収入

対策とを組

・漁業所得

円）。 

ぐって世界

である我が

図るととも

の強化及び
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理計画に基づ

入安定対策」

組み合わせる

得補償対策」

界的に関心が

が国が率先し

もに、漁業者

び漁業所得

づき計画的

」と、燃油

ることによ

」を実施（

が高まって

して水産資

者が安心し

得補償制度

水産

的に資源管理

油・養殖用配

より、総合的

（平成２３年

ている中で、

資源の管理に

して漁業にい

度の検討

産庁漁政部企

理を行う漁

配合飼料価

的な所得補

年度予算概

、世界的な

に努め、水

いそしむこ

討・導入 

企画課 

漁業者

価格の

補償を

概算決

な漁業

水産資

ことが
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中小企業庁経営支援部創業・技術課 

 

 

 

 

■ ファンド出資事業の再編 

独立行政法人中小企業基盤整備機構（以下、

中小機構）が実施していた「ベンチャーファ

ンド」、「中小企業再生ファンド」、「がんば

れ！中小企業ファンド」、「事業継続ファン

ド」、「地域中小企業応援ファンド」のうち、

「地域中小企業応援ファンド」事業を廃止し、

「がんばれ！中小企業ファンド」と「事業継

続ファンド」の２事業を統合したうえで、「起

業支援ファンド」、「中小企業成長支援ファン

ド」、「中小企業再生ファンド」の３事業に再

編した。 

 

 

 

■ ファンド出資事業の出資要件の見直し 

（１）出資限度額の引き上げ 

１ファンドあたりの中小機構からの出資限度額を

30 億円から 60 億円に引き上げ、中小機構からより多

くの資金を出資することを可能とした。 

（２）中小企業向け投資比率の弾力化 

一律 70％以上としていた中小企業への投資比率を、

ファンド総額に対する中小機構の出資割合に応じて

35％まで引き下げることを可能とした。（中小機構出

資割合×1.4 倍以上を条件とする）投資比率の弾力化

により、ファンド組合が中小機構の出資を受けやすく

した。 

 

 

■ これらの再編及び出資条件の見直しにより、ベンチャー・中小企業の創業、転業等の支援を行うファ

ンドの組成に向けて、より重点的かつ柔軟に対応する体制を整えた。 

 

 

起業支援ファンドへの資金供給の弾力化 

（中小機構ファンド出資事業の再編及び出資要件の見直し） 

・再生支援ファンド

・がんばれ！中小企業ファンド

・ベンチャーファンド

再生支援ファンド

中小企業成長支援ファンド

起業支援ファンド

【再編前】 【再編後】

・地域応援ファンド ×（廃止）

・成長が見込まれる新事業展開を支援

・現状のまま・再生を支援

・地域資源を活用した新事業展開を支援

・第二創業・新事業展開を支援

・後継者問題を抱える中小企業を支援

・設立７年未満の中小企業を支援

・設立５年未満の起業初期段階を支援

・事業継続ファンド

（上限）

３５％

２５％
機構の出資比率

５０％

中小企業投資比率（改正後）中小企業投資比率（現行）

５０％

７０％

（上限）機構の出資比率

７０％

傾き
　１.４



 

 

 

【概要】 

■ 中小企

議長と

のほか

の海外

■ 当面の

・地方

中

・地方

中

・海外

と

を

 

【今後の取

■ 中小企

「中小

貿易振

連携し

 

参考 

業の海外展

した「中小

、金融機関

展開を支援

取組 

方経済産業

中小機構支部

方経済産業

中小企業の海

外展開の具

とともに、成

を普及。 

取組】 

企業の海外

小企業海外展

振興機構（ジ

し、中小企業

 

展開支援体

小企業海外

関や中小企

援する体制

業局に一元

部に相談が

業局は、中

海外展開ニ

具体的な支

成功事例を

外展開支援 

展開支援会

ジェトロ）

業の海外展開

中小

体制の強化を

展開支援会

企業団体の参

を構築。

的な相談窓

があった場合

小企業、中

ニーズを把握

援を通じて

をとりまとめ

会議」の枠組

や（独）中

開をきめ細

企業の海
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をはかるた

会議」を設置

参加を得て

窓口を設置

合でも、情

中小企業団

握。 

て課題の抽

めて関係機

組みの下、

中小企業基

細かく一貫支

海外展開支

中

ため、2010

置。 ＪＥ

て、各地域ブ

置。農政局、

情報を共有す

団体、自治体

抽出を行い、

機関で共有す

各地域にお

基盤整備機構

支援。（平成

支援会議の

中小企業庁経

年 10 月 5

ＴＲＯ、中

ブロックで

、ジェトロ

するシステ

体等に積極

、新たな支

することに

おいて経済

構（中小機

成 23 年度政

の設置  

経営支援部新

日に経済産

中小企業基盤

できめ細か

ロ貿易情報セ

テムを構築

極的にアプロ

支援策を企画

により、支援

済産業局が

機構）等の関

政府予算案

新事業促進課

産業大臣を

盤整備機構

く中小企業

センター、

。 

ローチし、

画立案する

援ノウハウ

（独）日本

関係機関と

：25 億円）

 

課 

を

構

業

る

ウ

本

と
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中小企業庁経営支援部経営支援課 

 

 

 

 

【概要】 

■ 新卒就職未内定者等に対し、中小企業での職場実習を行い、社会人としての基礎

知識や中小企業で必要とされる技術・ノウハウ等を習得させる。 

この事業により、15,000 人の新卒就職未内定者等に対して職場実習を行い、若手

人材がほしい中小企業と就職未内定の新卒者等を職場実習を通じてマッチングす

ることで、中小企業の人材確保を図る。 

○対象者：新卒就職未内定者等（既卒３年まで対象）  

○実施期間：原則６ヶ月間  

○助成金： 技能習得支援助成金として実習生に対し、日額 7,000 円を支給  

        教育訓練費助成金として受入企業に対し、日額 3,500 円を支給  

 

【実績】  

■ 職場実習者数 

○2010 年度の上期には約 5,000 人の職場実習を実施。（2011 年１月５日までに実

習終了後の状況が確認できた約 3,500 人のうち約 1,300 人が就職） 

○予備費で確保した 98 億円も活用して、2011 年度に向け、更に約 10,000 人の職

場自習を実施。 

 

【今後の取組】 

■ 2010 年度の後半から 2011 年度にかけて約 10,000 人の職場実習を実施。 

          

 

経済産業局 ジョブカフェ

職場実習
（インターンシップ）

原則６ヶ月間

学 校

中小企業団体
就職支援会社

求人情報 マッチング 求職者情報

自治体

大学生
高校生

受入企業
（中小企業）

新卒者就職応援プロジェクトの実施 

事業イメージ 



 

 

 

【概要】

■ 高度

業協

小企

なが

■ 今般

のみ

 

 

【今後

■ 「総

予定

 

 

】 

度化事業は

協同組合等

企業基盤整

がら、長期

般、「総合特

みならず認

の取組】 

総合特別区

定。 

 

｢工場アパ

、中小企業

を設立して

備機構と都

・低利で貸

特別区域法

定市町村経

域法案（仮

パート｣建

業者が事業

て協同で取

都道府県が

貸し付ける

案（仮称）

経由にまで

仮称）」に関

建設等のた
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業環境の改善

取り組む事業

が協調して、

制度。 

」に規定す

拡大する措

関連の措置

ための市町

支援イメー

善や経営基

業に必要と

、事業計画

する特例措

措置を盛り

を盛り込み

町村と連携

ージ 

中小企業庁

基盤の強化を

となる設備資

画に対するア

措置の一つと

込む予定。

み、第 177 回

携した制

庁事業環境部

を図るため

資金の一部

アドバイス

として、都

 

回通常国会

制度の創設

部企画課 

 

めに、事

部を、中

スを行い

都道府県

会に提出
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【概要】

 (１)事

①47

援機

支援

②同セ

守秘

③同セ

た支

 ※下

 

(２)事

①信

②投

③小規

④許

 

 

【今後

■ 「産

案」

 

 

】 

事業引継ぎ

都道府県

機関の業務

援センター

センターに

秘義務を課

センターで

支援を行う

下線は、産

業引継ぎに

用保険法の

資育成株式

規模企業設

認可の承継

の取組】 

産業活力の

に関連の

 

支援体制の

に設置され

務に、事業

ー（仮称）」

に、事業引継

課す。  

では、事業引

う。  

産活法改正に

に係る金融

の特例  

式会社法の

設備導入資

継円滑化  

再生及び産

措置を盛り

中小企業

の整備 

れている再

引継ぎ支援

を設置。

継ぎの専門

引継ぎ希望

による措置

支援等の措

（普通保険

特例  

金助成法の

（事業引

産業活動の

り込み、第

業の事業引
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再生支援協議

援業務を追

 

門家（経験の

望企業間の仲

置。 

措置 

険・無担保

（対象者の

の特例  

引継ぎの際

の革新に関す

177 回通常

引継ぎネッ

支援イメー

議会が置か

追加。また、

のある税理士

仲介及び事

保険の別枠

拡大） 

（貸付割合

際の許認可承

する特別措

常国会に提

ットワー

ージ 

中小企業庁

かれている産

、必要に応

士、銀行Ｏ

事業引継ぎ契

枠化等） 

合の上限引

承継の手続

措置法の一部

出。 

クの創設

庁事業環境部

産活法に基

応じ、「事業

ＯＢ等）を配

契約の成立

上げ） 

続きを簡素化

部を改正す

設 

部企画課 

基づく支

業引継ぎ

配置し、

立に向け

化） 

する法律
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内閣府政策統括官（科学技術政策・イノベーション担当）付参事官（調査・分析担当）付 

 

 

 

 

【概要】 

■ 従来、競争的資金毎に使用ルール等が区々であり、研究者や研究機関にとって使い勝手

がよくないと指摘されていた。このたび、各競争的資金制度を効果的・効率的に利用で

きるよう、本年度以降の公募要領などにおいて費目構成の統一化やその他の改善事項を

実現することとした。 

 

【アウトカム】 

■ これまで各制度で区々であった費目構成を、経費構成としては、下記のように、「直接

経費」、「間接経費」、「再委託費・共同実施費」の３区分とし、直接経費の区分を４つの

費目構成とするなど簡素化したうえで、各制度統一的に用いることとした。 

また、 

① 応募要領等に繰越に関し明確に記述する 

② 費目間流用に関し、流用可能な範囲を直接経費総額の一定割合とする 

③ 補助金に関する実績報告書の提出期限を 5月末日にする 

④ 旅費や消耗品費に関し、合算使用を認めるように変更する 

という改善事項が概ね全ての競争的資金制度で実施されることとなった。 

 

統一化された費目構成 

直接経費 

物品費（設備備品費、消耗品費） 

人件費・謝金 

旅費 

その他（印刷製本費、通信運搬費、光熱水料等） 

間接経費 

再委託費・共同実施費 

 

【今後の取組】 

■ 研究者、研究機関が研究資金を今後さらに効果的・効率的に活用できるようにするため、

「繰越手続きの簡略化・弾力化」、「費目間流用ルールの統一化」、及び「実績報告書の

提出期限の延長」に関しても、各関係機関の意見を内閣府が集約・調整を行い、2011

年中に各競争的資金制度への導入を目指す。 

競争的研究資金の使用ルールの統一 



 

【118】 

 

文部科学省研究振興局研究環境・産業連携課 

 

 

 

 

【概要】 

■ 独立行政法人 科学技術振興機構（JST、理事長 北澤 宏一）と株式会社 産

業革新機構（INCJ、代表取締役社長 能見 公一）が、大学など研究機関の

知的財産の活用、基礎研究成果に基づく事業化の促進に協力して取り組む

協力協定を締結。（2010年8月31日） 

 

■ JSTとINCJ、両者の強みを最大限に生かし、相互に連携・協力することで研

究資金のデスバレーを克服し、日本の大学や公的研究機関などが推進する

科学技術をイノベーション創出につなげていく。 

  

北澤宏一 科学技術振興機構理事長（左）、能見公一 産業革新機構代表取締役社長（右） 

 

【今後の取組】 

■ 締結した協力協定に基づき、JSTの研究開発支援（競争的資金事業）と産業

革新機構の投資機能とを活用し、JSTからINCJへの有望な成果の紹介、INCJ

から事業化の側面で想定される課題についての情報提供や助言を行う新た

な仕組みを導入。また、並行して、JSTは、その保有する知財をINCJの知財

ファンドに提供する等、知的財産の活用に関しても新たな仕組みを導入。 

関係投資機関との連携による技術系ベンチャー支援の検討・実施 



【119】 

文部科学省科学技術・学術政策局基盤政策課、初等中等教育局教育課程課 

 

 

 

 

 

【概要】 

■ 将来の科学技術人材の育成のため、科学技術に優れた才能を持つ高校生・大学生が

その能力を十分に進展させ、活躍する場を提供。 

■ 具体的には、平成２３年度より、全国の科学好きの高校生や理系学部生が競い合う

場である「科学の甲子園」（１.３億円）や「サイエンス・インカレ」（理数学生育成

プログラムとして１.５億円）の創設、学習指導要領によらないカリキュラムの開発・

実践など先進的な理数教育を行うスーパーサイエンスハイスクールの充実（２４億

円（対前年度３.４億円増））などによって、理数教育を強化。 

  

【今後の取組】 

■ 科学の甲子園及びサイエンス・インカレについては、平成２３年度末の全国大会・

本大会に向けた準備（予選等）を進める。 

■ 国際科学技術コンテストについては、国内予選において、①一次選考の会場数拡大、

②二次選考合宿・強化訓練のための支援を強化。 

■スーパーサイエンスハイスクールについては、①指定校数が１２５校から１４５校に

増加、②地域の中核的拠点としての機能や、海外の理数系教育重点校との連携機能の強

化 

       

     科学の甲子園イメージ    サイエンス・インカレイメージ   先端研究施設での実験研修の様子（ＳＳＨ） 

 

○2010 年国際科学オリンピックの結果 

数学 ：金 ２個、銀 ３個 

物理 ：銀 １個、銅 ３個 

化学 ：金 ２個、銀 ２個 

生物学：金 １個、銀 ３個 

情報 ：金 ２個、銀 ２個 

地理 ：銅 １個 

２０１０年国際化学オリンピック日本代表（東京開催）    地学 ：金 １個、銀 ３個 

科学技術に優れた才能を有する生徒等の育成 

（「科学の甲子園」、「サイエンス・インカレ」、国際科学オリンピック参加支援、 

スーパーサイエンスハイスクール強化） 
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■ ２
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 経

概要】 

大学と産業

ッチの解消

育成パート

ログラムの

実績】 

２００８年

支援し、本

０人が受講

具体的取組事

バイオ業界

ーダー人材

ー特論」）、

ーンシップ

を講師とし

産学人材育成

２０１１年

取組に関す

果の継続的

経済産業省経

業界との対話

消や横断的

トナーシップ

の開発とその

年度から今年

本事業で開発

講予定。 

事例】（バイ

界全体と教

材の育成を目

課題発見力

プ」及び事業

した、「イン

成パートナ

年４月頃を目

する９分科会

的な活用・普

産学人材

経済産業政策局

話を促し、

・制度的課

プ」での検

の実証等を

年度までに

発されたプ

イオ分野に

育機関の連

目的とする

力・課題解

業企画力、

ンターカレッ

ナーシップ全

目途に全体

会による総

普及、自立化

材育成パー
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局産業人材政

産業界のニ

課題、業種別

検討結果を踏

を実施。 

に全国３４事

プログラムに

における事例

連携による

るモデルカ

解決力の習得

リーダーシ

ッジ・バイ

全体会議の

体会議の開催

総括、国の支

化等の体制

ートナーシ

政策室、産業

ニーズと実

別課題の解

踏まえた産

事業（２０

について今

例） 

るバイオ分野

リキュラム

得を目的と

シップ等の

イオリーダー

の開催】 

催を予定（

支援による

制構築等に関

シッププ

業技術環境局

実際の教育と

解決に取り組

産学連携によ

１０年度は

今年度末まで

野の博士課

ムの開発（

した「実践

の習得を目的

ーズ」を企

（これまで実

プログラム

関する検討

ログラム

局大学連携推

との間のミ

組む「産学

よる人材育

は１６事業

でに約４，

課程を対象

（「バイオリ

践型長期イ

的とし、産

企画実施。 

実施された

ム開発事業

討を実施予定

ム 

推進課 

ミスマ

学人材

育成プ

業）を

４０

象にリ

ーダ

インタ

産業人

 

た各種

業の成

定）。 
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